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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板の主面上に複数の半導体チップを搭載する工程と、
　前記複数の半導体チップの上方に放熱板を配置する工程と、
　前記放熱板と前記配線基板との間に封止樹脂を供給して前記複数の半導体チップを封止
し、樹脂封止体を作製する工程と、
　前記樹脂封止体を切断する工程と、
を具備し、
　前記切断する工程は、
　　前記樹脂封止体を放熱板側から削る工程と、
　　前記樹脂封止体を前記配線基板側から削る工程とを備え、
　前記配線基板側から削る工程は、前記放熱板側から削る工程よりも後に実施され、
　前記配線基板側から削る工程により、前記樹脂封止体が切断され、
更に、
　前記配線基板側から削る工程及び前記放熱板側から削る工程よりも前に、前記配線基板
の裏面にボール状の電極群を実装する工程
を具備する
半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された半導体装置の製造方法であって、
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　前記樹脂封止体が前記放熱板側から削る工程により削られる部分の溝幅は、前記配線基
板側から削る工程により削られる部分の溝幅よりも、広い
半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱板側から削る工程は、第１のブレードにより前記樹脂封止体を削る工程を含む
半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記第１のブレードは、刃先の形状が先鋭である
半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第１のブレードは、刃先の形状が丸くなっていることを特徴とする、請求項３に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱板側から削る工程では、前記放熱板が完全に分断される
半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項３に記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記配線基板側から削る工程は、第２のブレードにより前記樹脂封止体を削る工程を含
む
半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７に記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記第１のブレードは、前記第２のブレードよりも粗い砥粒が配置されていることを特
徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかに記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱板は、金属製である
半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載された半導体装置の製造方法であって、
　前記放熱板は、被膜が表面に施されている
半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　配線基板上に搭載された複数の半導体チップと、前記複数の半導体チップの上方に配置
された放熱板と、前記配線基板と前記放熱板との間隙に充填された封止樹脂とで、少なく
とも構成された樹脂封止体を複数の個片に切断する半導体装置の製造方法であって、
　前記樹脂封止体を前記放熱板側から削る工程と、
　前記樹脂封止体を前記配線基板側から削る工程と、
を具備する
半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及び半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置の一形態として、ＢＧＡ（Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）タイプがある
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。図１には、半導体パッケージの一例として、ＢＧＡタイプの半導体装置が記載されてい
る。この半導体装置は、配線基板１と、半導体チップ２と、放熱板５（ヒートスプレッダ
）と、ボール状電極群８とを備えている。半導体チップは、配線基板１の主面上に配置さ
れており、ワイヤ３を介して配線基板１と電気的に接続されている。また、半導体チップ
２は、封止樹脂４によって封止されている。放熱板５は、封止樹脂４上に配置されており
、材質は例えば熱伝導率の高い銅などが用いられる。ボール状電極群８は、配線基板の裏
面に形成されている。
【０００３】
　半導体パッケージの製造方法として、ＭＡＰ（Ｍｏｌｄ　Ａｒｒａｙ　Ｐａｃｋａｇｅ
）方式が知られている。図２乃至図５を参照して、ＭＡＰ方式の一例について説明する。
まず、図２に示されるように、配線基板１を用意する。配線基板１の主面上には、製品エ
リア２０が設定される。製品エリア２０には、複数の単位製品エリア２１が設定される。
複数の単位製品エリア２１の各々は、最終的に一つの半導体パッケージとなるエリアであ
る。図３に示されるように、各単位製品エリア２１に、半導体チップ２を搭載する。その
後、図４に示されるように、ワイヤボンディングにより、半導体チップ２と配線基板１と
を電気的に接続する。その後、図５に示されるように、製品エリア２０の上方に放熱板５
を配置し、放熱板５と配線基板１との間に封止樹脂４を供給する。封止樹脂４により、製
品エリア２０において、半導体チップ２が一括して封止される。
【０００４】
　その後、得られた樹脂封止体は、各単位製品エリア２１に対応して切断される。これに
より、複数の半導体装置が得られる。
【０００５】
　ＭＡＰ方式に関連する技術として、特許文献１（特開平１１－２１４５９６号公報）が
挙げられる。また、特許文献２（特開２００６－２９４８３２号公報）には、ヒートスプ
レッダの形成方法に関する技術が記載されている。
【０００６】
　ところで、図５で示したような構造体を切断するにあたっては、円盤状のブレードが用
いられる。関連して、特許文献３（特開２００３－２４９５１２号公報）の段落［００５
５］には、封止部及び基板を集合体（放熱体）ごと切断することが記載されている。
【０００７】
　また、特許文献４（特開２０００－１８３２１８号公報）、特許文献５（特開２００３
－３７２３６号公報）、及び特許文献６（特開平４－３０７９６１号公報）にも、切断に
関する技術が記載されている。
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－２１４５９６号公報
【特許文献２】特開２００６－２９４８３２号公報
【特許文献３】特開２００３－２４９５１２号公報
【特許文献４】特開２０００－１８３２１８号公報
【特許文献５】特開２００３－３７２３６号公報
【特許文献６】特開平４－３０７９６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献３（特開２００３－２４９５１２号公報）に記載の切断方法で
は以下の問題があることを発明者らは見いだした。配線基板、封止樹脂層、及び放熱板の
積層体をブレードによって配線基板側から一度に切断した場合、放熱板（例えば、銅）は
軟らかく展性があるため、切断面（端部）にはバリが発生してしまうことがある（図６）
。このバリは導電性のため、バリまたは剥がれたバリの破片が半導体装置に付着したまま
実装ボードに実装すると電極間や実装ボードの配線間でショートする可能性がある。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用する括弧付き符号を用いて、課題
を解決するための手段を説明する。これらの符号は、［特許請求の範囲］の記載と［発明
を実施するための最良の形態］の記載との対応関係を明らかにするために付加されたもの
であるが、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはなら
ない。
【００１１】
　本発明に係る半導体装置の製造方法は、配線基板（１）の主面上に複数の半導体チップ
を実装する工程（Ｓ１０）と、複数の半導体チップの上方に放熱板（５）を配置する工程
（Ｓ２０）と、放熱板（５）と配線基板（１）との間に封止樹脂（４）を供給して複数の
半導体チップを封止し、樹脂封止体（１０）を作製する工程（Ｓ３０）と、樹脂封止体（
１０）を切断する工程（Ｓ５０）とを具備する。切断する工程（Ｓ５０）は、樹脂封止体
（１０）を放熱板（５）側から削る工程（Ｓ５１）と、樹脂封止体（１０）を配線基板（
１）側から削る工程（Ｓ５２）とを備える。
【００１２】
　樹脂封止体（１０）を配線基板（１）側から一度に切断した場合には、放熱板（５）に
対して、支えのない方向である、封止樹脂（４）と反対側に力が加わる。そのため、放熱
板（５）の端面にバリが発生し易くなる。
　これに対して、上述の発明によれば、放熱板（５）側から削る工程（Ｓ５１）により、
放熱板（５）の少なくとも一部が削られる。この工程において、放熱板（５）が引っ張ら
れる方向には、封止樹脂（４）が設けられている。封止樹脂（４）により、放熱板（５）
が押さえられるので、放熱板（５）の変形は抑えられる。また、配線基板（１）側から削
る工程（Ｓ５２）では、放熱板（５）は、全く削られる必要がないか、一部が削られるだ
けでよい。放熱板（５）において、支えの無い方向に向かって削られる量を少なくするこ
とができる。その結果、バリの発生を抑えることができる。
【００１３】
　また、逆に、樹脂封止体（１０）を放熱板（５）側から一度に切断した場合について考
える。この場合、ブレードは、先端部分で放熱板（１）に接触してから、少なくとも配線
基板の裏側（封止樹脂とは反対側）に達するまで、樹脂封止体（１０）に押し込まれる。
この間、放熱板（５）は、ブレードとの摩擦力により引っ張られることになる。その結果
、放熱板（５）の展性により、放熱板（５）が配線基板方向に一部変形してしまうことが
ある。
　これに対して、上述の発明によれば、配線基板（１）側から削る工程（Ｓ５２）により
、樹脂封止体（１０）の板厚方向における少なくとも一部が、配線基板（１）側から削ら
れる。従って、放熱板（５）側からは、板厚方向における一部を削るだけでよい。放熱板
（５）が切断時に引っ張られることもなく、放熱板（５）の変形が抑制される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、放熱板にバリが発生することを抑制することのできる、半導体装置及
び半導体装置の製造方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しつつ、第１の実施形態について説明する。
【００１６】
　本実施形態によって製造される半導体装置は、図１で示した半導体装置と同様の構造で
ある。すなわち、本実施形態に係る半導体装置は、配線基板１と、配線基板１の主面上に
実装された半導体チップ２と、半導体チップ２を封止する封止樹脂４と、封止樹脂４上に
載置された放熱板５とを備えている。また、配線基板１の裏面には、ボール状電極群８が
形成されている。
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【００１７】
　配線基板１としては、例えば、ガラス繊維に樹脂を含浸させた絶縁層と銅配線層とが積
層されたガラスエポキシ基板、などが用いられる。配線基板１の板厚は、例えば、０．３
ｍｍ～０．６ｍｍである。
【００１８】
　封止樹脂４は、半導体チップ２を保護し、放熱板５を接着する役割を果たしている。封
止樹脂４の厚みは、例えば、０．３～１．２ｍｍである。
【００１９】
　放熱板５は、半導体チップ２により発生した熱を放熱する為に設けられている。放熱板
５としては、熱伝導性の観点から、金属製の板が好ましく用いられる。より具体的には、
放熱板５として、銅、アルミニウム、鉄などが用いられる。放熱板５の厚みは、例えば、
０．１～０．５ｍｍである。また、放熱板表面は被膜を施したものでも良い。例えば、塗
膜を施したり、アルマイト処理等の表面処理を行ったものでも良い。
【００２０】
　続いて、半導体装置の製造方法について説明する。図７は、本実施形態に係る半導体装
置の製造方法を示すフローチャートである。また、図８Ａ乃至図８Ｇは、この半導体装置
の製造方法を示す工程断面図である。
【００２１】
ステップＳ１０；半導体チップの実装
　まず、図８Ａに示されるように、配線基板１を用意し、配線基板１の主面上に複数の半
導体チップ２を搭載する。
【００２２】
ステップＳ１５；ワイヤボンディング
　続いて、図８Ｂに示されるように、ワイヤボンディングを行い、複数の半導体チップ２
の各々を、ワイヤ３を介して配線基板１に電気的に接続する。
【００２３】
ステップＳ２０；放熱板の配置
　続いて、図８Ｃに示されるように、放熱板５を半導体チップの上方に、配線基板１の主
面と対向するように配置する。
【００２４】
ステップＳ３０；封止
　そして、配線基板１と放熱板５との間に、封止樹脂４を供給し、硬化する。これにより
、複数の半導体チップ２が封止樹脂４により一括して封止される。
【００２５】
ステップＳ４０；ボールマウント
　続いて、図８Ｄに示されるように、配線基板１の裏面に、ボール状電極群８を形成する
。これにより、樹脂封止体１０が得られる。
【００２６】
ステップＳ５０；切断
　続いて、円盤状のブレードを回転させて樹脂封止体１０に当接させ、樹脂封止体１０を
切断する。
【００２７】
　具体的には、まず、図８Ｅに示されるように、ブレード６を用いて、樹脂封止体１０を
、放熱板５側から削る（Ｓ５１）。このとき、樹脂封止体１０は、例えば、放熱板５側が
上側となるようにステージ（図示せず）上に配置された状態で、削られる。削る深さは、
放熱板の少なくとも一部が削られていればよい。ボール状電極群８により、樹脂封止体１
０が位置的に不安定になることがある。そこで、樹脂封止体１０を安定させる為、ステー
ジと樹脂封止体１０との間に、ボール状電極群８よりも低弾性シート１２を配置すること
が好ましい。弾性シート１２を配置すれば、ブレード６により加えられる力により、ボー
ル状電極群８がつぶれてしまうことも防止できる。
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【００２８】
　放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）の後に、図８Ｆに示されるように、樹脂封止体１０
を、裏面（ボール状電極群８が形成された面）が上向きになるように、配置する。円盤状
のブレード９を用いて、樹脂封止体１０を、配線基板１側から削る（Ｓ５２）。本ステッ
プにより、図８Ｇに示されるように、樹脂封止体１０から複数の半導体装置１１が切り分
けられる。この際、放熱板５の表面に傷が付かないように、ステップＳ５１と同様に、ス
テージと放熱板５との間に弾性シートを配置することが望ましい。
【００２９】
　以上のステップＳ１０～Ｓ５０までの工程により、本実施形態に係る半導体装置が得ら
れる。本実施形態によれば、樹脂封止体１０を切断する工程（Ｓ５０）において、放熱板
５側から削る工程（Ｓ５１）と、配線板側から削る工程（Ｓ５２）との双方が実施される
ので、バリが抑制される。この理由について、以下に詳述する。
【００３０】
　樹脂封止体を配線基板側から一度に切断した場合について考える。図９Ａは、樹脂封止
体を配線基板側から一度に切断した場合の様子を示す説明図である。樹脂封止体において
、放熱板はブレード１５との摩擦力により、放熱板を封止樹脂とは反対側に向かう応力が
働く。放熱板の封止樹脂と反対側には放熱板の変形を遮るものがないため、放熱板にバリ
が形成され易くなる。
　これに対して、本実施形態によれば、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）により、放熱
板５の少なくとも一部が削られる。この工程において、放熱板５が引っ張られる方向には
、封止樹脂４が設けられている。封止樹脂４により、放熱板５が押さえられるので、放熱
板５の変形は少ない。また、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）において放熱板５の一部
が削られるので、配線基板１側から削る工程（Ｓ５２）では、放熱板５は、全く削られる
必要がないか、一部が削られるだけでよい。従って、放熱板５において、遮るものが無い
方向（配線基板１から放熱板１に向かう方向）に向かって削られる量を少なくすることが
できる。その結果、バリの発生を抑えることができる。
【００３１】
　逆に、樹脂封止体を放熱板側から一度に切断した場合について考える。図９Ｂ及び図９
Ｃは、樹脂封止体を放熱板側から一度に切断した場合の様子を示す説明図である。この場
合、ブレード１５は、先端部分で放熱板に接触してから（図９Ｂ）、配線基板の封止樹脂
とは反対側の面に達するまで（図９Ｃ）、押し込まれる。この間、放熱板には、ブレード
１５との摩擦力により引っ張られる応力が働く。ブレード１５は深く押し込まれるので、
放熱板に加わる力の量も大きくなる。そのため、放熱板が引っ張られる方向には封止樹脂
が設けられているにも関わらず、放熱板が変形し、バリが発生してしまうことがある。
　これに対して、本実施形態によれば、配線基板側から削る工程（Ｓ５２）により、樹脂
封止体１０の板厚方向における少なくとも一部が、配線基板１側から削られる。従って、
放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）では、板厚方向における一部を削るだけでよい。放熱
板５に加わる力（引っ張り力）の量を小さくすることができ、バリを抑制することができ
る。通常バリが発生すると、製品安全性の観点からバリを除去する必要があるが、本発明
ではバリの発生が抑制されるため、バリの除去工程が不要となる。そのため、ブレードで
の切断工程が２工程となるが、バリ除去工程が不要のため工程数増加とはならない。
【００３２】
　続いて、切断する工程（Ｓ５０）で用いられる円盤状のブレードについて説明する。
【００３３】
　放熱板側から削る工程（Ｓ５１）で用いられるブレード６（以下、放熱板用ブレード６
）に対しては、展性のある放熱板５を削ることが求められる。展性があるため、ブレード
６の目詰まりを防ぐために、刃先に、粗い（サイズが大きい）砥粒（例えば、ダイアモン
ド粒）が配置されたブレードが用いられる。また、砥粒が熱硬化性樹脂により刃先に結着
したタイプのブレードが用いられる。
【００３４】
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　これに対して、配線板側から削る工程（Ｓ５２）で用いられるブレード９（以下、配線
板用ブレード９）に対しては、配線基板１及び封止樹脂４を削ることが求められる。配線
板ブレード９として放熱板用ブレード６と同じタイプのブレードを用いると、砥粒が粗い
ため封止樹脂４の切断面が粗くなってしまう。そのため、配線板用ブレード９としては、
放熱板用ブレード６よりも細かい（サイズが小さい）砥粒（例えば、ダイアモンド粒）が
配置されたブレードが、好ましく用いられる。
【００３５】
　また、放熱板用ブレード６と配線板用ブレード９とは、ブレードの厚みが異なっている
ことが好ましい。具体的には、後の工程で用いられるブレードの方が、先の工程で用いら
れるブレードよりも、刃厚が薄いことが好ましい。すなわち、本実施形態の場合、放熱板
用ブレード６の厚みの方が、配線板用ブレード９よりも厚いことが好ましい。図１０Ａに
示されるように、放熱板用ブレード６の厚みがａであるとする。このとき、放熱板５側か
ら削る工程（Ｓ５１）により、溝幅がほぼａの溝が形成される（図１０Ｂ参照）。また、
図１０Ｂに示されるように、配線板用ブレード９の厚みがｂであるとする。厚みｂが厚み
ａよりも小さい場合、配線板側から削る工程（Ｓ５２）において配線板用ブレード９の位
置が多少ずれていたとしても、バリを発生させずに樹脂封止体１０を切断することができ
る。この場合の出来上がり構造を図１３Ｄに示す。放熱板の切断面は、配線基板の切断面
よりも内側にある。そのため、放熱板と配線基板の切断面がそろっている場合よりも、放
熱板が剥がれにくいという効果が得られる。
【００３６】
　また、図１０Ａに示すように、放熱板用ブレード６の刃先の形状は、丸くなっていても
よい。この場合、切断後の形状は図１０Ｃのようになる。さらに、ブレードの先端が先鋭
形状であってもよい。例えば、図１１Ａに示されるように、先端がＶ字形状に先鋭となっ
ている事が好ましい。先端形状が先鋭であるブレード６を用いれば、図１１Ｂに示される
ように、Ｖ字状の溝７が形成される。刃先の先端が先鋭であるブレード６を用いれば、図
１１Ｃに示されるように、放熱板５の切断面と放熱板の上面とのなす部分の角度は緩やか
になっており、自動的に放熱板端部で面取り加工したのと同じ効果が得られる。
【００３７】
　続いて、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）において樹脂封止体１０が削られる深さ（
以下、第１深さｔ）について説明する。
【００３８】
　図１２Ａ及び図１２Ｂを参照して、好ましい第１深さｔについて説明する。第１深さｔ
は、放熱板５が完全に分断されるような深さであることが好ましい。すなわち、第１深さ
ｔは、放熱板５の板厚以上であることが好ましい。第１深さｔが放熱板の板厚よりも浅い
場合、図１２Ａに示されるように、放熱板５の一部が残存することになる。従って、配線
基板１側から削る工程（Ｓ５２）において、放熱板５の一部を削らなければならない。放
熱板５の全てを配線基板１側から削る場合と比較すればバリの発生は抑制されるものの、
押さえるものが無い方向に放熱板５が引っ張られることになるので、多少のバリの発生は
懸念される。これに対して、第１深さｔが放熱板５が完全に分断されるような深さであれ
ば、配線基板１側から削る工程（Ｓ５２）において、放熱板５を削る必要がない。従って
、放熱板５が押さえるものが無い方向に引っ張られることがなく、より確実にバリの発生
を抑えることができる。
【００３９】
　また、第１深さｔは、配線基板１に到達しないような深さであることが好ましい。放熱
板５側から削る工程（Ｓ５１）において、樹脂封止体１０を配線基板１に達するまで削っ
た場合、図１２Ｂに示されるように、ブレード６に引っ張られた放熱板５が配線基板１に
接触してしまうことが懸念される。放熱板５が配線基板１に接触した場合、配線基板１上
に形成された配線パターンがショートすることも懸念される。第１深さｔが配線基板１に
到達しないような深さであれば、このような懸念は解消される。
【００４０】
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　より好ましくは、第１深さｔは、「放熱板５の板厚＋０．２ｍｍ」以下の深さである。
既述のように、放熱板用ブレード６としては、砥粒が密に配置されたブレードが用いるこ
とが好ましい。そのようなブレード６を用いて、封止樹脂４を大量に削ると、ブレード６
が目詰まりしてしまうことがある。第１深さｔが、「放熱板５の板厚＋０．２ｍｍ」以下
であれば、放熱板用ブレード６により封止樹脂４が削られる量を十分に少なくすることが
でき、ブレード６の目詰まりを防止できる。
【００４１】
　尚、本実施形態では、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）を先に実施し、配線基板１側
から削る工程（Ｓ５２）を後に実施した。但し、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）と配
線基板１側から削る工程（Ｓ５２）との順番は、限定されるものではない。例えば、先に
配線基板１側から削る工程（Ｓ５２）が実施され、その後、放熱板５側から削る工程（Ｓ
５１）が実施されてもよい。
【００４２】
　また、本実施形態では、半導体装置として、図１で例示した半導体チップ２と配線基板
１とをワイヤで接続したＢＧＡタイプの半導体装置を例に挙げて説明した。しかし、半導
体装置の構造は、図１に示した例に限定されるものではない。例えば、図１３Ａに示され
る、複数の半導体チップ２を配線基板１に積層したスタックドＭＣＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｃｈ
ｉｐ　Ｐａｃｋａｇｅ）であってもよいし、複数の半導体チップ２を配線基板１に平置き
した平面ＭＣＰであってもよい。スタックド／平面ＭＣＰでは、一つの半導体装置内に複
数の半導体チップ２が設けられる。複数の半導体チップ２の各々は、ワイヤ３を介して配
線基板１に接続される。また、本実施形態における半導体装置は、図１３Ｂに例示される
、ＦＣＢＧＡ（Ｆｌｉｐｃｈｉｐ　Ｂａｌｌ　Ｇｒｉｄ　Ａｒｒａｙ）であってもよい。
ＦＣＢＧＡでは、半導体チップ２は、電極形成面が配線基板１と対向するように配置され
る。また、本実施形態における半導体装置は、図１３Ｃに例示される、ＣＯＣ（Ｃｈｉｐ
　ｏｎ　Ｃｈｉｐ）／ワイヤ混載タイプの半導体装置であってもよい。ＣＯＣ／ワイヤ混
載タイプの半導体装置内には、複数の半導体チップ２が設けられる。複数の半導体チップ
２は、ワイヤ３を介して配線基板１と接続された第１の半導体チップと、第１の半導体チ
ップ上に形成された第２の半導体チップとを備えている。第２の半導体チップは、電極形
成面が第１の半導体チップと対向するように配置される。ＦＣＢＧＡやＣＯＣ／ワイヤ搭
載タイプの半導体装置の場合、放熱板５は半導体チップ２の裏面と接していても、また接
していなくてもよいが、接していた方が放熱性の観点から好ましい。
【００４３】
（第２の実施形態）
　続いて、本発明の第２の実施形態について説明する。図１４は、本実施形態に係る半導
体装置の製造方法を示すフローチャートである。本実施形態では、第１の実施形態に対し
て、ボールマウント工程（Ｓ４０）の順番が異なっている。それ以外の点については、第
１の実施形態と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。
【００４４】
　図１５Ａ乃至図１５Ｄは、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図で
ある。
【００４５】
　第１の実施形態と同様に、ステップＳ１０～ステップＳ３０までの処理を行う。ステッ
プＳ３０の終了後に、放熱板側から削る工程（Ｓ５１）が実施される（図１５Ａ参照）。
その後に、ボールマウント工程（Ｓ４０）が実施される（図１５Ｂ参照）。その後、配線
基板１側から削る工程（Ｓ５２）が実施される（図１５Ｃ参照）。配線基板１側から削る
工程（Ｓ５２）の終了後に、半導体装置の個片が得られる（図１５Ｄ参照）。
【００４６】
　本実施形態によれば、ボールマウント工程が、放熱板側から削る工程（Ｓ５１）の後に
行われる。従って、放熱板側から削る工程（Ｓ５１）においては、ボール状電極群８が形
成されていない。よって、第１の実施形態のように弾性シート１２などを用いなくても、
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樹脂封止体１０を安定させることができる。
【００４７】
（第３の実施形態）
　続いて、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態では、既述の実施形態
に対して、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）における動作が工夫されている。その他の
点については、既述の実施形態と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。
【００４８】
　図１６Ａ乃至図１６Ｂは、放熱板５側から削る工程（Ｓ５１）の動作を示す工程断面図
である。
【００４９】
　まず、図１６Ａに示されるように、樹脂封止体１０の放熱板５上に、レジスト１３を塗
布する。そして、レジスト１３に、切断予定部分に沿って開口を形成する。
【００５０】
　続いて、図１６Ｂに示されるように、レジスト１３をマスクとして、エッチング液によ
り、放熱板５をケミカルエッチングする。その後、レジスト１３を除去する（図示せず）
。
【００５１】
　その後は、既述の実施形態と同様に、配線基板１側から削る工程（Ｓ５２）等を経て、
複数の半導体装置１１が得られる。
【００５２】
　本実施形態によれば、放熱板５は、ブレードで機械的に削るのではなく、エッチング液
により削られる。ケミカルエッチングを用いれば、放熱板５がブレードにより引っ張られ
ることは無い。従って、放熱板５にバリが形成されることを、より確実に防止することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】ＢＧＡタイプの半導体装置を示す概略図である。
【図２】半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図３】半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図４】半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図５】半導体装置の製造方法を示す説明図である。
【図６】放熱板のバリを説明するための説明図である。
【図７】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図８Ａ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図８Ｂ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図８Ｃ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図８Ｄ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図８Ｅ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図８Ｆ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図８Ｇ】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図９Ａ】放熱板にバリが形成される様子を示す説明図である。
【図９Ｂ】放熱板にバリが形成される様子を示す説明図である。
【図９Ｃ】放熱板にバリが形成される様子を示す説明図である。
【図１０Ａ】ブレードの厚みの違いを説明する為の説明図である。
【図１０Ｂ】ブレードの厚みの違いを説明する為の説明図である。
【図１０Ｃ】ブレードの厚みの違いを説明する為の説明図である。
【図１１Ａ】先端が先鋭な形状であるブレードを説明する為の説明図である。
【図１１Ｂ】先端が先鋭な形状であるブレードを説明する為の説明図である。
【図１１Ｃ】先端が先鋭な形状であるブレードを説明する為の説明図である。
【図１２Ａ】第１深さｔを説明する為の説明図である。
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【図１２Ｂ】第１深さｔを説明する為の説明図である。
【図１３Ａ】半導体装置の構造を示す概略図である。
【図１３Ｂ】半導体装置の構造を示す概略図である。
【図１３Ｃ】半導体装置の構造を示す概略図である。
【図１３Ｄ】半導体装置の構造を示す概略図である。
【図１４】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャートである。
【図１５Ａ】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１５Ｂ】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１５Ｃ】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１５Ｄ】第２の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１６Ａ】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【図１６Ｂ】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す工程断面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　配線基板
　２　半導体チップ
　３　ワイヤ
　４　封止樹脂
　５　放熱板
　６　第１のブレード
　７　溝
　８　ボール電極
　９　第２のブレード
　１０　樹脂封止体
　１１　半導体装置
　１２　弾性シート
　１３　レジストマスク
　１４　バリ
　１５　ブレード
　２０　製品エリア
　２１　単位製品エリア
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